
 

 

 

２０２２．０８．０８ 

 

ＩＣＯＣＡによる「阪急電車ポイント還元サービス」の開始と 

回数券および往復乗車券の発売終了について 

 
阪急電鉄では、交通系ＩＣカードのご利用が増加し、回数券および往復乗車券のご利用が減少しているこ

とから、交通系ＩＣカードの利便性をさらに向上させるため、ICOCA で当社線をご利用されたお客様にポ

イントを還元する「阪急電車ポイント還元サービス」を、２０２３年４月１日（土）から開始します。また、

これに合わせて、２０２３年４月３０日（日）をもって回数券および往復乗車券の発売を終了します。 

詳細は次のとおりです。 
  
１．「阪急電車ポイント還元サービス」の開始について 

（１）対象カード 

ICOCA（大人・小児） 

※他社で購入された ICOCA も本サービスの対象となります。 
 

（２）サービスの開始日 

２０２３年４月１日（土）ご利用分より 
 

（３）対象路線 

阪急全線（神戸高速線を除く） 

※神戸高速線は、２０２２年９月１日（木）から開始される「阪神電車ポイント還元サービス」

の対象となります。 
 

（４）サービスの概要 

ICOCA を使って、対象路線の同一運賃区間（定期券の区間を除く）を、同一月内（１日～末日）に

１１回以上ご利用された場合に、利用回数に応じてポイントを付与するサービスです。１１～３０回

目はご利用額の１０％、３１回目以降はご利用額の１５％のポイントを付与します。 

ポイントは、券売機で ICOCA にチャージすることにより、電車・バス等のご乗車やお買い物にご

利用いただけます。 

・１ポイント１円としてご利用いただけます。 

・ポイントは月末時点の利用実績に基づいて集計し、その翌月の１５日に付与します。なお、月末の

合計ポイントのうち１０ポイント未満の端数は切り捨てとなります（詳細は別紙をご覧ください）。 

・ポイントは、利用月の３か月後（ポイントが付与された月の２か月後）の末日までにチャージす

る必要があります。それまでにチャージされなかったポイントは失効となりますので、ご注意く

ださい。 

・定期券の区間内でのご利用分は、ポイント付与の対象外となります。 

 



【添付資料】別紙（ポイントの算出例） 
【ニュースリリース配付先】青灯クラブ、近畿電鉄記者クラブ 

（５）サービスのご利用方法 

お使いになる ICOCA は、事前に利用登録（無料）していただくことが必要です。 

・当社の駅（天神橋筋六丁目を除く）に設置している券売機でご登録いただけます。 

・氏名、生年月日、電話番号をご登録いただきます（特定の区間を登録する必要はありません）。 

・ご登録いただいた月のご利用分から、ポイント付与の対象となります。 
 

（６）他社が実施するポイント還元サービスとの連携 

阪神電気鉄道（神戸高速線を含む）・山陽電気鉄道・能勢電鉄において開始される同様のサービスと

も連携しますので、いずれかの会社のポイント還元サービス対応券売機で ICOCA の利用登録をして

いただければ、各社の規定に応じてポイントが付与されます。また、各社のご利用で貯まったポイン

トは、どの会社のポイント還元サービス対応券売機でもまとめてチャージしていただけます。 

・「阪神電車ポイント還元サービス」 ２０２２年９月１日（木）サービス開始 

・「山陽電車ポイント還元サービス」 ２０２３年３月サービス開始 

・「能勢電車ポイント還元サービス」 ２０２３年４月１日（土）サービス開始 
 

２．回数券および往復乗車券の発売終了について 

（１）発売を終了する券種 

阪急線回数券、神戸高速線回数券、他社連絡回数券、通学用割引回数券、往復乗車券 

※身体障がい者・知的障がい者用特別割引回数券は、発売を継続します。 

※他社で発売されている当社線との連絡回数券は、引き続きご利用いただけます。 
 

（２）発売終了日 

２０２３年４月３０日（日） 

※券面に記載されている有効期間中はご利用いただけます。 
 

３．その他 

現在、券売機でのＩＣカードへのチャージは、１，０００円・２，０００円・３，０００円・  

５，０００円・１０，０００円で可能となっておりますが、「阪急電車ポイント還元サービス」の開始に

伴い、２０２３年４月１日（土）より、１，０００円未満のチャージ（１０円単位）も可能となります

（１，０００円以上のチャージは現行どおり）。 

また、当社と阪神電気鉄道において同一運賃区間の回数券を共通利用できる「阪急阪神回数券引き換 

えサービス」は、阪神電気鉄道での回数券の発売終了に伴い、２０２２年９月３０日（金）をもって終    

了します。 
 

４．お客様からのお問い合わせ先 

   阪急電鉄交通ご案内センター【平日９：００～２２：００および土・日・祝日９：００～１９：００】 
    ＴＥＬ：０５７０－０８９－５００（固定電話からは市内通話料金でご利用可能） 
        ０６－６１３３－３４７３ 

 
※「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

以 上 
 

 
 



 別 紙  

 

＜ポイントの算出例＞ 

 

   CASE１１か月間に２７０円区間を３２回ご利用いただいた場合 

   １１～３０回目：２７０円×２０回×１０％＝５４０ポイント 

   ３１～３２回目：２７０円× ２回×１５％＝ ８１ポイント 

                       計６２１ポイント 

   １０ポイント未満の端数は切り捨てとなり、６２０ポイントを付与します。 

 

   CASE２１か月間に１６０円区間を１３回、２３０円区間を１１回ご利用いただいた場合 

   １１～１３回目：１６０円×３回×１０％＝４８ポイント 

   １１回目   ：２３０円×１回×１０％＝２３ポイント 

                      計７１ポイント 

   １０ポイント未満の端数は切り捨てとなり、７０ポイントを付与します。 

 

   CASE３１か月間に１６０円区間を１３回、２３０円区間を４回ご利用いただいた場合 

   １１～１３回目：１６０円×３回×１０％＝４８ポイント 

   １０ポイント未満の端数は切り捨てとなり、４０ポイントを付与します。 

 

  

 


